
●香川県告示第1 3 4号 

漁業法（昭和24年法律第267号）第16条第１項の規定により、知事管理漁獲可能量を次のとおり定

めたので、同条第４項の規定により公表する。 

  令和８年６月30日 

香川県知事   池  田  豊  人 

特定水産資源の 特定水産資源に          知事管理漁獲 備考（本県に配分された 

 名称      関する管理年度          可能量     都道府県別漁獲可能量） 

 まさば及びごま 令和８管理年度 香川県まさば及び 現行水準   現行水準 

さば太平洋系群 （令和８年７月 ごまさば漁業                                        

         １日から令和９ 

        年６月30日まで） 

        

知事管理区分    


